
月極利用 スポット利用

延長保育には
月単位利用（月極）と
１日利用（スポット保育）
があります。

どちらの利用でも左記延長

保育の要件を満たすことが

必要です

延 長 保 育 の し お り
社会福祉法人さゆり会　桃が丘さゆり保育園

補食・夕食

延長保育対象児には、

１時間延長には補食、

２時間延長には夕食を

用意します。

当日のスポット利用は、

午後２時までに連絡を下

さい。それ以降にお申し

込みの場合は、離乳食 /

補食 /夕食をご用意でき

ないことがあります。

　　（1）延長保育申込書

　　（2）延長保育家庭状況届

　　（3）勤務証明書（父・母）

   ※毎年、更新手続きが必要です。

利用の都度、

「延長保育スポット利用申込書」を

提出してください。

延長保育を利用する前月の２０日までにお申

し込みください。

前日までに申し込むか、急な事情の場合は当日

午後５時まで受け付けます。

　･定員を超えたら受けられない場合もあります。

必
要
な
書
類

申
込

裏面参照

０歳児クラス　　　　　　　600 円
( 満１歳を過ぎた日から利用可能）

　１歳～５歳児クラス　　　500 円
利
用
料

１
時
間
延
長

２
時
間
延
長

０歳児クラス　　　　　　　1,600 円
( 満１歳を過ぎた日から利用可能）

　１歳～５歳児クラス　　　1,300 円

スポット利用月極利用

延長保育とは

桃が丘さゆり保育園の園児で、午後６時１５分から８時１５

分までの間に、保護者の就労の為に必要な時間保育する制度

です。

利用時間は原則月単位としますが、実施要件を満たす場合に

は１日利用（スポット保育）も受けられます。

月極・スポット保育の要件

下記のいずれかの要件に該当することが必要です。

（1）保護者の就労時間（通勤時間）が午後６時１５分を

　　超える場合

（2）自営業にあたっては、午後６時１５分を超える場合

（3）その他延長保育が必要と認められる場合

延長保育の定員

４０名とし、０歳児クラス児童はそのうち５名を定員としま

す。スポット保育利用は満１歳以上からとし、定員の範囲内

において受け付けます。

延長利用料

延長保育を受ける場合は、基本保育料の他に延長保育実施要

綱に従い「延長保育利用料」が必要となります。利用料は月

末にまとめて請求させていただきます。翌月ゆうちょ銀行口

座からの自動引落し払いによってお支払いいただきます。

遅れてしまった場合の超過保育料について

延長保育の月極利用をしていない方が午後６時１５分を過ぎ

た場合はスポット利用料金を頂きます（交通機関の遅延の場

合も含む）。また、月極利用の方も遅れてしまった場合は次の

時間の追加料金を頂きますのでご了承下さい。



　　延長保育を受ける場合は基本保育料の他に延長保育実施要綱に伴い「延長保育利用料」が

　　必要となります。

　　利用料は月末にまとめて請求させていただきます。翌月ゆうちょ銀行口座からの自動引落

　　払いによってお支払いいただきます。 

　延長保育料の決め方

　　延長保育はクラスと時間によって料金が決まります。

　　月極利用の場合は中野区の定める保育料（区民税所得割額）を基本として算出されます。

　　＜下表参照＞ 

　　※ＡＢ階層の月極延長保育料は無料ですが、スポット保育料は徴収させていただきます。

　　※中野区で定める、２人以上の子どもの減免及び３人目以降の保育料無料の制度を受けて

　　　いる場合は、 「０歳児クラス加算」のみ免除します。

(改訂 2021.4 ) 

１歳～２歳児クラス
　中野区の定める基本保育料の１割

延 長 保 育 利 用 料
社会福祉法人さゆり会　桃が丘さゆり保育園

月
極

１
時
間
延
長

中野区の定める基本保育料の１割　

＋

2,000 円（０歳児クラス加算 )

１歳～２歳児クラス
中野区の定める基本保育料の１割

＋
4,000 円（２時間延長加算 )

２
時
間
延
長

中野区の定める基本保育料の１割　

＋

6,000 円（０歳児クラス加算 )

＋

4,000 円（２時間延長加算 )

ス
ポ
ッ
ト

１
時
間
利
用

満１歳を過ぎてから利用出来ます

600 円
500 円

２
時
間
利
用

超
過
料
金

３歳～５歳児クラス
　中野区が算定した世帯の階層を元に、区立園
の延長保育料に準した延長保育料

＋
4,000 円（２時間延長加算 )

３歳～５歳児クラス
　中野区が算定した世帯の階層を元に、区立園
の延長保育料に準ずる

１～５歳児クラス０歳児クラス

満１歳を過ぎてから利用出来ます
600 円
＋

1,000 円（２時間延長加算 )

月極１時間延長契約の児童が２時間延長保育を

利用した場合の２時間目の料金（１回につき）

500 円

＋

800 円（２時間延長加算 )

800 円（２時間延長加算 )

２時間延長保育時間を超過してしまった時には、20:15 分から超過料金が発生します。

１時間延長保育時間を超過してしまった時には 19：15 分から２時間延長料金を頂きます。

月極１時間延長契約の児童が２時間延長保育を

利用した場合の２時間目の料金（１回につき）

1,000 円（２時間延長加算 )

15 分につき、500 円




